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「採取施設で発生したドナーの緊急時対応フローチャート」① 

地区事務局
※地区代表協力医師含む

中央事務局 危機管理担当医師

日本骨髄バンク
採取施設 ドナー

平日9:00‐ 17:30 左記時間帯以外

【平日9:00‐17:30 の場合】
北海道地区事務局 ℡ 011-726-4938

東北地区事務局 ℡ 022-217-0726

関東地区事務局 ℡ 03-5280-4560

中部地区事務局 ℡ 052-562-1488

近畿地区事務局 ℡ 06-6944-3122

中四国地区事務局 ℡ 082-240-0297

九州地区事務局       ℡ 092-739-6032

【上記時間帯以外の場合】

Tel ：０９０－３４７８－６０２０
Mail  : hotline@jmdp.or.jp

＜連絡内容＞

①診断名、症状、所見

（身体所見、検査所見）

②発現日時

③重症度（グレード）： 判断根拠

④治療内容、経過、対応

造血幹細胞採取に伴い、ドナーにグ

レード３以上の健康被害がおきたと

き(症状等に変化がありグレードが２

から３へ上昇したときを含む)、

速やかに次の内容を骨髄バンクに

連絡する。
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症状等に変化がある場合、報告

※Grade上昇時は℡連絡

依頼等を受け、必要な

対応を実施・報告

①

連絡

理事長 事務局長・部長
緊急安全情報

安全情報
報道発表

1
軽症
； 無症状または軽度の症状
； 臨床的または診断学的所見のみ ； 治療を要さない

2
中等症
； 最小限、局所的または非侵襲的な治療を要する
； 年齢相応の日常生活関連動作に支障あり

報告(採取
医師判断)

報告のみ 報告のみ

3
重症または医学的に重大であるが、直ちに生命を脅かすことはない
； 入院または入院期間延長を要する
； 活動 / 動作制限 ； 基本的日常生活動作に支障あり

要報告 報告・指示 面会　※ 発出　※ 発表　※ 設置　※

4
生命を脅かす転帰
； 緊急処置を要する

要報告 対策会議 面会 発出 発表 設置

5 AE による死亡 要報告 対策会議 面会 発出 発表 設置

参照：ＣＴＣＡＥ有害事象共通用語基準Ｖ４．０を準用 ※付与部分は必要に応じて行うこととする

公表基準
調査委員会
設置基準

日本骨髄バンク

対応基準
Ｇｒａｄｅ 症状

採取施設
判断基準




